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建築士事務所憲章

建築士事務所憲章

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

建築士事務所は、建築や環境が文化の形成に占める重要な
意味を認識し、社会の健全な進歩と発展に寄与します。

　一　誠意をもって設計と監理の業務を遂行し、
　　　建築主の期待に応えます。

　一　健康で快適な生活環境の創造と、安全安心、
　　　持続可能で良質な資産の形成を図ります。

　一　自己研鑽を怠らず、職業倫理を高め、
　　　法令遵守と公益の立場に立って最善を尽します。

　一　設計意図の理解を施工者に求め、
　　　公正に工事を監理します。

　一　互いに信頼を深め、連帯の精神をもって、
　　　職務を全うします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成20年５月
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鹿沼市立粟野小学校 　木のまち鹿沼にふさわしい純木造の学校を、地材地建
で建設した学校です。材料は粟野財産区の原木が提供さ
れております。
　デザインは周辺地域の景観に調和するように、屋根は
切妻屋根で構成しています。屋内運動場の大屋根は二段
に分節し、校舎との調和を図りました。
　学校の中心には “ 夢階段 ”、“ 光り庭 ”、“ 歴史展示ホール ”
の３つの吹き抜けがあります。吹抜けを囲む回廊は行き
止まりの無い空間をつくっています。“ 夢階段 ” はこの回
廊上にあり、演奏会や学習の発表が出来る場として雛段
の形状としました。
　「非日常的な空間」を「日常の生活の中」に取り込む
ことで、こどもたち自身が主体的に創造することができ
る場がつくれたのではないかと思います。

株式会社フケタ設計　
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年頭ご挨拶

新年あけましておめでとうございます。謹んで年頭のご

あいさつを申し上げます。また、当協会の事業活動につき

ましては、会員の皆様方、賛助会員の皆様方には、日頃よ

りご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

これまでの震災復興事業は、比較的、土木工事が中心で

進行しておりましたが、今後は、建築工事に軸足が移行し

ていくと思われます。また、「アベノミクス」の第二弾では、

国民の安全・安心を確保する根幹的な公共事業費関連予算

の確保・拡充がなされましたが、建設産業はさらなる消費

拡大、デフレ脱却の原動力とならなければならない基幹産

業として、その役割を果たしていかなければなりません。

そのためには改正品確法が示すとおり、建築物の品質確保

を確実に行うことに自らの決意を固め、取り組んでいく必

要があります。

さて、今年度から2020年の東京オリンピック・パラリ

ンピックの練習地招致並びに2022年の栃木国体にむけた、

スポーツゾーンの建設工事、その他、地方庁舎等県有施設

の建て替え工事が始まります。そのほとんどの設計業務を

県内の当協会員に受注させていただきました。改めまして

関係各位に御礼申し上げます。協会員が一丸となって自立

的監督体制のもと、設計を仕上げ、建設物価の高騰、建築

の担い手不足の中にあっても、確実な監理体制をもって、

すばらしいスポーツゾーンの形成、新庁舎等の完成につと

めてまいります。

昨年6月25日に施行されました改正建築士法では、設計、

工事監理の書面契約や一括再委託禁止の義務化、民間工事

の告示第15号に準拠した契約締結の努力義務化等は、建築

士事務所ばかりでなく建築主にも課せられる義務、努力義

務でもあり、建築士はそれらについて明確に建築主へ説明

できなければなりません。

建築士の資質の向上及び高度な専門能力を有する建築士

の活用、或いは設計・工事監理業務の適正化など真に安全

で安心な建築物の提供が求められています。

また、建築基準法についても、構造計算適合性判定制度

の見直し、新技術についての大臣認定制度に関すること、

容積率制限に関すること、3階建ての学校等の木造建築関

連基準の見直し、定期調査・検査報告制度に関することな

どが改正されました。いずれも設計・施工等の建築関係業

務に係わりの深い項目となっております。

改正品確法においては多様な発注形態に対応する「ガイ

ドライン」が施行され、公共工事でも設計・施工分離の原

則が外れ、設計・施工一括発注が可能となり、将来ＢＩＭ（ビ

ルディングインフォメーションモデリング）を介して「企

画～設計～施工～メンテナンス～解体」までが一気通貫で

サービスできることになります。建築士事務所と施工会社

の関わり合いに今までにない多様性が生じてくると思われ、

我々は、その変化と真摯に向き合っていかなければなりま

せん。

そこで我々建築に携わる者は、建築の質の向上、法令順

守、責務、倫理観の再認識に率先して取り組み、足場を固め、

安定した経営を各々目指す必要があります。

そのために、私たち栃木県建築士事務所協会会員は一丸

となって、ＢＩＭ、アルゴリズミックデザイン等の新技術

を追求し、今後とも栃木県の建築が建築主のため、そして

地域の人々の心の原風景として、よりよいものになること

を使命と考え、活動を続けてまいります。

結びに、引き続き皆様のご協力を心よりお願いすると共

に、ご健勝、ご多幸を祈念申し上げ新年のあいさつと致し

ます。

一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

会　長　佐々木　宏　幸

年頭ご挨拶
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平成28年　新年知事あいさつ

一般社団法人栃木県建築士事務所協会会員の皆様、あけ

ましておめでとうございます。

私は、就任以来、県民中心、市町村重視の県政を進めて

参りました。引き続き、現場主義を徹底し、前例にとらわ

れることなく、新たな視点や柔軟な発想を持って、県政の

推進に努めて参ります。

昨年は、数十年に一度という記録的な豪雨となった平成

27年９月関東・東北豪雨により、尊い人命が失われたほか、

住宅をはじめ、河川・道路等の公共施設、農作物等に多大

な被害が発生しました。引き続き一日も早い被災地の復旧

に全力で取り組むとともに、今回の災害の教訓を今後の防

災・減災対策に生かし、災害に強いとちぎづくりを進めて

参ります。

さて、現在、我が国は急速な少子高齢化の進行と人口減

少という、かつて経験したことのない大きな課題に直面し

ており、国と地方が一体となって、人口減少に歯止めをかけ、

将来にわたり地域の活力を維持していくため、中長期的な

視点に立ちながら実効性のある取組を進めていくことが急

務となっています。

このため、県では、まち・ひと・しごと創生に向け、昨

年10月に「とちぎ創生１
いちご

５戦略」を策定いたしました。「と

ちぎに安定したしごとをつくる」、「とちぎで結婚、妊娠・

出産、子育ての希望をかなえる」など４つの基本目標を設

定し、目標達成に向けた15の戦略により、とちぎの未来創

生に果敢にチャレンジして参ります。

また、栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」に続く、

平成28年度から５年間の県政の基本指針となる「とちぎ元

気発信プラン（仮称）」の策定を進めております。プランに

掲げる本県の目指す将来像「人も地域も真に輝く　魅力あ

ふれる元気な“とちぎ”」の実現に向け、「次代を拓く人づく

り戦略」など５つの重点戦略により、災害に強いとちぎの

基盤づくりや産業の振興など、とちぎを元気にする取組を

積極的に推進していくこととしております

さらに、プランでは、とちぎブランドの確立に向け、「ベ

リー　グッド　ローカル　とちぎ」をキャッチフレーズと

して新たに掲げ、本県の魅力・実力に更なる磨きをかけ、オー

ル栃木体制で国内外にとちぎの元気を発信して参りたいと

考えております。

2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技

大会が開催されます。開催等に伴う様々な波及効果を本県

の活性化に結び付けていくため、「東京オリンピック・パラ

リンピック等に向けたとちぎビジョン」を策定いたしまし

た。大会の２年後に本県で開催する国民体育大会・全国障

害者スポーツ大会も視野に入れながら、キャンプ地誘致は

もとより、文化・芸術の振興や観光誘客など、戦略的な取

組を展開して参ります。

本年は、新たなプラン等をスタートさせる重要な年であ

ります。私は、県民誰もが未来に希望を抱き、ふるさとに

誇りを持てるとちぎづくりに全力を傾注する決意でありま

すので、建築士事務所協会の皆様にはより一層の御理解と

御支援をお願いいたします。

年の始めに当たり、私の所信を申し上げますとともに、

本年が会員の皆様にとって素晴らしい年となりますことを

お祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年１月

栃木県知事

福　田　富　一

平成 28 年　新年知事あいさつ
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特　集

新年あけましておめでとうございます。昨年はいろいろ
なイベントにご参加いただきましてありがとうございまし
た。会員交流委員長として２年目となり、ますます頑張っ
てまいります。

国内研修親睦旅行として全国大会茨城大会に合わせまし
て、総勢32名にて茨城から福島に一泊二日で行ってまいり
ました。初日は弘道館を見学し、昼食においしい中華を堪
能し、全国大会に参加、夕食は水戸山口楼にて舞をみなが
ら鮟鱇料理に舌鼓。２日目には袋田の滝を見学した後、昼

食はハワイアンダンスを見ながら割烹料理。午後からは震
災の爪痕がまだ色濃く残るいわきにて、ＮＰＯ法人の方よ
り被災状況の説明を受け被災地見学。復興まもない「いわき・
ら・ら・ミュウ」にてお買い物の後、帰路につきました。

皆様のご協力のお蔭で無事終了することができました。
ありがとうございました。

平成28年度につきましても、楽しいイベントを企画して
おりますので、ぜひ数多くの皆様にご参加いただけますよ
うお願い申し上げます。

第39回 建築士事務所全国大会（茨城大会）

県民文化センター会場入口にて

日　　時：平成27年10月16日（金）〜 17日（土）
会　　場：茨城県立県民文化センター（茨城県水戸市千波町）
参加人員：32名

特集　第 39 回 建築士事務所全国大会

国内研修旅行を終えて
会員交流委員長　中村　滋
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袋田の滝

弘道館見学

袋田の滝にて

海の幸の食事 毛ガニ

特集　第 39 回 建築士事務所全国大会
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○第２回マロニエ学生 BIM 設計コンペティション
　昨年 11 月 29 日、ホテルニューイタヤにて「とちぎ建
築プロジェクト 2015・第２回マロニエ学生 BIM 設計コ
ンペティション」が行われました。
　BIM（Building Information Modeling）を使用し、参
加者全員がグラフィソフト社の「Archi CAD」を使用して
48 時間以内で作品を仕上げるという制約の中で、58 人の
エントリーがあり、その中から 10 人を審査対象として一
次選考し、最終的に 5 人を選出し各賞を表彰するというも
のです。

○コンペ審査
　審査当日はプロジェクターに映し出された作品と資料を
見ながら審査を行いました。10 作品をコーディネーター
の池田靖史氏を口切りに各審査委員に作品の講評をいただ
き、最終的に５作品を選出しました。
　「48 時間以内で設計する」という厳しい時間制限のなか
ですが、制限時間が昨年より 24 時間伸びたことによって
各図面間の整合性がさらに取れ精度が上がったように思え
ます。また、断面モデルを詳細に確認できることによって
よりいっそう審査が綿密にできるように思えました。
　受賞された作品の印象として、見た目の印象はもちろん
のこと、内容と条件の整合性・造形力と総合力が優れてい
る作品が受賞されたように思えます。

審査委員
●山梨　知彦（建築家、日建設計執行役員)
●工藤　和美（建築家、東洋大学教授/シーラカンスK&K代表取締役）
●池田　靖史（建築家、慶應義塾大学院教授/ＩＫＤＳ）
●渡辺　伸宏（とちぎ建設技術センター常務理事）
●佐々木宏幸（栃木県建築士事務所協会会長/AIS総合設計）

コンペ総括（山梨知彦氏）
　僕らが意識する以上に、BIM をゲーム感覚のようである
がかなり正しい解釈で理解し、BIM でなければできないボ
リュームスタディを平気でやってのけるところは新しい世
代というものを感じ、何人かの方は、周辺のボリュームス
タディを考えながら計画し、きっちり取り入れているとこ
ろはとても感心した。
　大学生が、BIM という新しい道具をこれだけ軽々と使い
こなすということは、新たな時代が来たと同時に次なる建
築の可能性を見るようで非常に頼もしいように思える。

とちぎ建築プロジェクト 2015

広報・渉外　副委員長　

　　栗原　　弘

とちぎ建築プロジェクト2015
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○コンペ表彰式
●最優秀賞（山梨知彦賞）
　「凸蔵広場」鈴木貴晴 ( 慶応義塾大学 )
●準優秀賞（工藤和美賞）
　「森の都市」島村　亮 ( 宇都宮大学 )
●準優秀賞（池田靖史賞）
　「土地になじむ建築を目指して」中川桂佑 ( 金沢工業大学 )
●優秀賞（とちぎ建設技術センター理事長賞）
　「積もる石蔵、新たな歴史。」松山大介 ( 宇都宮大学 )
●優秀賞（栃木県建築士事務所協会長賞）
　「お出迎えの作法」成塚翔太 ( 芝浦工業大学 )

　表彰式では 10 人の中から上記の 5 人が選出され各賞と
記念品を授与し、そのあと各自 5 分の持ち時間を与えられ
作品のプレゼンテーションを行い、それぞれ受賞者が感想
を述べて穏やかな雰囲気の中で行われました。
　受賞した作品の共通点として
　●全体のボリュームスタディをまとめられているか
　●周辺環境を捉えどう取り入れているか
　●建築そのもののデザイン、プランを主張できているか
　この３点がバランスよく、且つ、成果品として分かりや
すく表現できたものが受賞された 5 人の作品だったのでは
ないかと思います。
　今後、BIM という便利な「道具」を実務でどう生かせて
いけるのか、そんな展望も見えたコンペティションであり
これからの仕事に効率よく生かせていければレベルの高い
設計ができるのではないかと思いました。

○特別講演・鼎談
㈱日建設計　執行役員　山梨和彦氏
　テーマ：「近作を BIM から考える」
■木造会館

・BIMで設計したため、建築費低減に繋がった。

とちぎ建築プロジェクト 2015

「凸蔵広場」山梨知彦賞 「凸蔵広場」山梨知彦賞

・建築費は、材料3：加工費7。機械は人間の1/100の労
力で加工するので、加工費低減。建築費は安くなる。

■ホキ美術館
・鉄板で建築を作ってみたかった。
・絵がマグネットで展示壁につく。
・鉄板が、構造兼外装兼内装になっていて建築工事費の

75％を占める。
■中禅寺湖の別荘

・BIMで中禅寺湖を望む窓の大きさをシミュレーション。

シーラカンス K&H　代表取締役　工藤和美氏
　テーマ：「穏やかな空間を考える」
　均質な多様性に向かって何ができるか—ゆるい多様性に
BIM が効果的。
■金沢海みらい図書館

・BIMで採光、構造をシミュレーションした結果、他図
書館の1/3の電気料で納まっている。

■宮ノ森小学校
・大工不足で全部プレカットで加工。BIMで木構造パ

ターンを派生的に生み出す。
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とちぎ建築プロジェクト 2015

「凸蔵広場」山梨知彦賞

「森の都市」工藤和美賞

「森の都市」工藤和美賞

「凸蔵広場」山梨知彦賞

「森の都市」工藤和美賞

「森の都市」工藤和美賞
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とちぎ建築プロジェクト 2015

「積もる石蔵、新たな歴史。」とちぎ建設技術センター理事長賞

「土地になじむ建築を目指して」池田靖史賞

「お出迎えの作法」栃木県建築士事務所協会長賞

「積もる石蔵、新たな歴史。」とちぎ建設技術センター理事長賞

「土地になじむ建築を目指して」池田靖史賞

「お出迎えの作法」栃木県建築士事務所協会長賞
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コ  ラ  ム

女性にもてるためのワイン講座（4）
広報・渉外副委員長　新井　　孝

　日々熱心に建築設計の仕事に取り組んでいる、栃木県
建築士事務所協会員に、女性にもてるためのワインの共
通仕様を伝授したいと思います。入門 3 回シリーズを掲
載して参りましたが、ひきつづきマニア３回シリーズを
掲載できることとなりました。テーマは、世界で知名度
№ 1 に位置するフランスワインについて、を予定したい
と思います。「女性にもてるための」というのは、高級な

ホテルやレストランで、女性同伴で食事をする際、ワイ
ンリストをもらって、どのワインを注文しようかな、と
いう状況の設定で、ホテルやレストランの係員に自分の
意図を伝えて、思ったとおりのワインと料理で、思った
とおりの予算で、満足のいく食事のひと時を過ごすこと
ができるということです。

フランスのワイン産地地図

コラム　女性にもてるためのワイン講座（４）
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　それでは本題に入っていきます。世界で最大のワイン
大国はフランスです。世界の生産量の 20% を超えます。
このうち約 50％がヴァン・ド・ターブと呼ばれる、フ
ランス国内の日常消費向けで、ワイン商の手で各地で作
られたワインの特徴をそれぞれ生かしてブレンドされた、
手頃な価格でおいしい、銘柄のはっきりした個性をもつ
ワインや地酒（ヴァン・ド・ペイ）として法律で認めら
れたワインも含まれています。残り 50％のうち、ブラ
ンデーの原料として使用されるものが 13％、残り 37％
のワインがそれぞれの土地の伝統の個性を持つワインで、
産地名を明らかにし、高級ワインとして売られます。フ
ランスではさらにこれを 2 段階に分け、法律で規制して
います。

●産地限定高級ワイン　略して V.D.Q.S..
●原産地呼称統制ワイン　略して A.O.C.

　VDQS は 3% ほどで、著名な AOC ワインが約 35%
あります。また AOC ワインは白よりも赤が多く、3 分
の 2 が赤ワインです。日本をはじめ各国に輸出されるワ
インの大部分は AOC ワインと有名ワイン商のワインで
すから、ここでは AOC を中心にお話します。AOC に指
定された地区はおよそ 400 あり、これをさらに大別す
ると 10 の地方に区別することができます。ボルドー、
ブルゴーニュ、コート・デュ・ローヌ、ロワール、シャ
ンパーニュ、アルザス、プロヴァンス・コルス、南西部、
ジュラ・サヴォア、ラングドック・ルーションがそれで
す。地域によってそれぞれ個性のあるワインがつくられ
ているので、地名＝ワインのタイプ名と考えてよいので
す。次号でボルドーワインの詳細をお話しします、お楽
しみに。

参考文献「World Wine Catalogue 1992 by Suntory

一般社団法人

フランスのワインショップ風景

コラム　女性にもてるためのワイン講座（４）
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原則は全数 JESCO 処理だが
「 環 廃 産発 第 14091618 号　 平 成 26 年 9 月 16

日」環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄
物課長より都道府県と政令市に対して廃安定器の解体
分解に関わる通知があり、この通知により、現在保管さ
れている大半の廃安定器は「手を掛けずに現状のまま」
JESCO（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）にて処理
を行い、これまで一部で行われてきたコンデンサー部分
の取り出しは禁止となりました。

しかしこの通知にも例外的にコンデンサー部分の取り
出しを認める記載があり、この例外部分の適用手法につ
いて、昨年の夏札幌で開催された環境分野の学会である
日本環境化学会の大会で新たな PCB 漏洩検査手法の発
表がありましたのでご紹介します。

JESCO の現状
これまでは平成 13 年に施行された PCB 廃棄物特別

措置法により、平成 28 年度末までに国内の全量の処理
完了を目指していましたが、当初国内 5 箇所に建設した
JESCO の工場で処理を行う予定であったものが、各工
場による処理方法の違いから室蘭と北九州以外の工場で
は廃安定器の処理が出来ないことが後に判明し、現在は
処理期限を 10 年延長し、平成 38 年度末 ( ストックホ
ルム条約では平成 40 年までに処理完了とされている )
に終了する事とし、室蘭と北九州の工場の処理能力を拡
大して、全国の廃安定器をこの二箇所で処理する事に変
更となりました。

この間に JESCO は日本環境安全事業株式会社から「中
間貯蔵・環境安全事業株式会社」と名前も変わり、事業
範囲も原発事故により発生した汚染物の中間貯蔵事業も
行う事となるなど体制の変更や、昨年秋に発覚した北九
州での排気ガスからの高濃度ベンゼン垂れ流しなどの問
題による操業停止などもあり、順調に処理が進んでいる
とは言えない状況と思われます。

廃安定器の処理費用
JESCO における PCB 処理に掛かる費用の算出は重

量単価とされており、この単価は 28,000 円 /kg 税別
となっています。これは一般的な廃安定器の重量を 1 台
3kg とすると 84,000 円 / 台ですので、これが百台、
千台となると、大変な金額をごみを捨てるだけのための
費用として支出しなければなりません。

そもそも安定器の重量の大半は鉄の固まりであるトラ
ンス部分と放熱の為の充填材であり、PCB が入ってい

るコンデンサーは安定器全重量の 5% から 3% 程度で
すので、これを取り出してしまえば処理費が安くなると
考えるのは当然のことでした。しかし後の調査でコンデ
ンサー以外の部分も PCB に汚染されている可能性が高
いとの調査結果が発表され、更に PCB の汚染調査費用
が大変高額であり、しかもこの結果が出るまでの日数が
何日も掛かってしまうことから、手を掛けずにそのまま
JESCO に出しなさいとの指導となっていました。

学会発表の内容
今回発表があった内容の要点は二つです。一つ目はこ

れまでの PCB 汚染濃度調査費用と調査日数を大幅に低
減する新たな濃度調査手法の確立です。これにはカラク
リがあり、これまでの汚染濃度調査は「PCB の濃度を測
定」するもので、調査結果は「○○ ppm」として結果が
出ましたが、今回の発表では汚染濃度が JESCO に搬出
しなければならない「5,000ppm を超えているか、否か」
の判定だけを行い、しかも現地で即日結果が出る手法を
確立したものです。

5,000ppm 未満であれば、既に認定を受けた民間の
低濃度 PCB 廃棄物の無害化処理認定施設での処理が可
能となり、この場合の処理費用は 1,000 円 /kg 程度で
すので、先ほどの計算では 3kg の安定器の 95% が低濃
度汚染部分とした場合の処理費として 2,850 円、これ
に JESCO に出す残りの高濃度汚染部分 5% が 4,200
円ですので合計 7,050 円、つまり 1 台 84,000 円の処
理費用が 7,050 円で済むことになります。

こ れ は 大 変 な 削 減 効 果 で す の で、「 環 廃 産 発 第
14091618 号　平成 26 年 9 月 16 日」通知による例
外的な手法についても真剣に検討を進める価値があると
思います。

二つ目はこの手法確立のための検証の中で、環境省が
想定した汚染状況とは違う汚染の実態が明らかになった
というものです。元々例外規定としてコンデンサーを外
しても良いとされた廃安定器の汚染状況について、環境
省の通知による「目視検査」では判別できないコンデン
サー以外の部分についての汚染状況が発表されていま
す。

これによると環境省の指導で「目視とサンプリング検
査で良い」とされている検査では不十分であり、コンデ
ンサー以外の部分が高濃度 PCB で汚染されているか否
かについては、全数の検査を行わなければ分らないとの
結論となっています。

コラム　PCB 汚染廃安定器の新たな処理手法について

コ  ラ  ム

PCB汚染廃安定器の新たな処理手法について
技術研修副委員長　大髙　宣光
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例えば今回の検証事例として「コンデンサー表面に明
らかに油があったのでコンデンサーからの PCB の漏洩
を疑ったが、測定結果では高濃度 PCB の漏洩は認めら
れなかった。」ものや、「コンデンサー周辺以外からも漏
洩を確認できるものは全く無いにも関わらず、充填材か
ら高濃度 PCB が検出された。」事例などがあったとの報
告となっています。

例えサンプリング調査で漏洩なしとの結果となっても、
サンプリング以外の物から高濃度 PCB が検出された場
合には、出荷した所有者の責任が問われますが、既にこ
れを見越してか低濃度 PCB 廃棄物の無害化処理認定施
設の中には、「そもそもコンデンサーが分離された安定器
の受け入れはお断りしています。」と言う会社もある状態
です。

このような状況の中で今回の学会発表では、「早く安く
全数検査を行うことが、工程的にも金額的にも可能になっ
た。」との報告となっています。つまりこれまで環境測定
会社に濃度測定を委託した場合に掛かる一検体の調査費
用が 2 万円程度で、しかも一週間程度の日数が掛かり、
一日に数件から数十検体の検査しか出来なかったものが、
即日判定で 100 検体 / 日・台の検査が可能となったこ
とにより、「例外的にコンデンサー部分の取り出しを認め
る」とされている廃安定器の処理について、全数検査に
よる安全で効果的な処理手法を確立したとの内容です。

事業化に向けて
この手法の開発主体には、これまでも PCB の濃度測

定器を開発販売してきた京都電子工業株式会社が中小企
業庁の「ものづくり補助金制度」を利用して産学協同研
究テーマとして取り組んだもので、PCB 処理についての
研究実績が国内でもトップレベルの愛媛大学が支援を行
い、事業化に向けた支援は東洋ケミカルラボ株式会社が
行ったものです。

今後の事業主体は東洋ケミカルラボ株式会社となって
いますので、同社の処理試算資料によれば、「例外的に
コンデンサー部分の取り出しを認める」とされる数量が
900 個であった場合として、約 39,000,000 円の削減
事例が紹介されており、更に通常安定器の参考写真とし
て出てくる上記の様な写真とは異なる形状で、特に大型
の安定器については、更に費用対効果が高くなる物があ
るとの事です。

大量に廃安定器を保管している事業者にとっての負担
軽減はもちろんですが、PCB の処理促進の観点からも高
濃度処理が必要とされる処理の総量を減らすことは大切
なテーマですし、実際の JSCO での受け入れは先に記載
した平成 38 年度末ではなく、この処理工場の廃止等に
掛かる期間を除く必要があるため、室蘭は平成 34 年度
末、北九州は平成 33 年度末が最終受け入れ期限となっ
ています。

既に時間的な猶予も無い事から、これから更に安価な
処理手法が出てくることは期待できませんので、今回の
発表は活用すべき新たな手法だと思います。なお本件に
ついての問い合わせは、東洋ケミカルラボ株式会社の親
会社である、東洋ケミカルエンジニアリング株式会社が
対応しています。

コンデンサ外付け型安定器の例
( 写真は環境省通知資料より )

コラム　PCB 汚染廃安定器の新たな処理手法について
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合歓の花が咲かない！
有限会社　日事連サービス
相談役  中　川　孝　昭

我が家の近くにあるバス停の向かい側の小じんまりとし

た林に、大きな合歓（ねむ）の木があります。毎年夏にさ

しかかると淡いピンク色の綿アメのようにふんわりとした

見事な花をつけ、朝からホッコリした気分にしてくれます。

ところが、今年はとうとう花を咲かせることなく秋を迎え

てしまいました。暖かくなると愛車で毎月房総半島へ通う

のですが、道中でちらほら見えるはずの合歓の花は、こち

らでも目にすることができませんでした。

自ら移動する手段を持たない草木は、こうやって、ほか

の種と入れ替わってゆくのだということを実感させられて

いるような気がしてなりません。そういえば、猫の額の庭

に咲く「くちなし」の花は、秋になって今年二度目の開花

時期を迎えました。ただし、その花からはあの甘い香りが

まったくしないのです。温暖化はもう来るところまで来て

しまったようです。そして、これは異常気象の連続と密接

な関わりがありそうです。

「線状降水帯」に備える
ところで昨年鬼怒川の決壊という未曽有の大災害を引き

起こした大雨報道の中で「MOC ／マッテン・ジュリアン

振動」とか「線状降水帯」という言葉を初めて知りました。

ニュースの時間には、「50年に一度」の出来事というよう

な紹介のされ方がされていました。これは異常気象現象に

よる被害が発生するたびに、最近よく耳にする形容詞です。

しかし、「50年に一度」と言い表わされる気象現象が、

これほど各地で毎週のように発生したのでは、この形容詞

もすっかり色褪せてしまったような気がします。現実問題

としては「いつどこで起こるかわからない」と考えておい

たほうがよさそうです。

いずれにせよ、「50年に一度」の出来事が頻繁に起こる

となると、前回本誌上で話題にしました「予見性」がある

リスクということにもなりかねません。その対策を立てな

いと、今後は設計ミスと言われることになってしまうので

はないでしょうか。だからと言って、設計図書に際限のな

い大雨対策を反映するわけにはゆきません。一体どうした

らこうした責任問題をクリアできるのでしょうか？

実は、「50年に一度」と形容される自然災害の中で、竜

巻や突風、そして土砂災害や洪水といったことが原因と考

えられる建物への被害については、設計者に責任問題を持

ち込んでくる人はいないようです。人間業では防ぎようが

ないと考えられるせいなのでしょう。その一方で、記録の

ないほどの大雨による雨漏りや地下室への雨水の侵入被害

の時には、しばしば保険ではどうなるのかという相談事が

持ち込まれ、私も正直答えに窮することがあります。

”Act of God”
こうした大雨に対して設計者・施工者としてどこまで責

任を負うのかと言っても、現実的には、せいぜい材料の強

度を高め、屋根の勾配には、これまで以上の気を配り、雨

どいの処理能力を計算し直す。そして、排水溝の点検整備

を怠らないように、建築主側にも日常の備えをしてもらう

ことにするといった措置が限界のようです。しかし、コス

トの関係もあり、結果的には、建築主の懐事情に振り回さ

れることになってしまうのかも知れません。

いずれにせよ、責任問題となった時には、「不可抗力」に

よる現象か否かということが命運を分けると思われます。

天の配剤であり、神業でなければ防げないリスクと説明し

てもよいでしょう。英語でも”Act of God”と表現するよう

です。それならば、「私は神ではありません」という言い訳

が成立しそうです。

そして、何よりも大切なことは、この”Act of God”とい

うことを、事前に例を挙げて建築主に説明し記録に残して

おくことです。どこまでなら、建築のプロとして責任を負

えるのかを明確にしておく必要があります。なぜならば、

この「不可抗力」という言葉を、免責とする民法上の規定は、

意外なことですがほとんどありません。

合歓の花が咲かない !
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国土交通省認定 M グレード

鋼構造物工事・耐震補強鉄骨工事
豊鉄工建設株式会社
〒321-3221 栃木県宇都宮市板戸町 3048-1
TEL 028-667-1693　FAX 028-667-6479
yutaka@yutaka-tk .co . jp

国土交通省認定 H グレード

鋼構造物工事業
氏家工業株式会社

〒321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町 3725
TEL 028-674-3291　FAX 028-674-2895
kawasaki_uji ie@syd.odn.ne. jp

次 代 の 都 市 づ く り
        環 境 づ く り を 目 指 し て

日常的にかかわりがあるかもしれない事柄としては、第

419条「金銭債務の督促」について「不可抗力」による

抗弁を認めないことが規定されているぐらいのことです。

通常は、「暗黙の了解」によって免責とするということに

なっているにすぎないのです。詳しくは、拙稿・日経ＢＰ

社「ケンプラッツ」シリーズ第53回「つくり手の責任：『不

可抗力』による事故に備えよ」2013/03/08を参照して

ください。

都市の排水施設の能力を超えるような降雨量と戦うこと

などはできません。地下室を設けることのリスクを、回避

するべく防水対策を講ずることはできても、ひとたび「50

年に一度」の大雨となった時には、保証の限りではないこ

とを、あらかじめ伝えておくことも大事です。今年からは、

みなさんも「線状降水帯」への備えを怠りなく！ 

2016年が合歓の花咲き良い年でありますようお祈り申

し上げます。

本社/〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東五丁目9番21号
phone.028（662）2511　fax.028（662）4278
URL http://www.pto.co.jp/pto/　E-mail s@pto.co.jp

紙、フィルム、CD・DVD、テレビ、ビデオ、インターネット……
自由にメディア（媒体）をお選びください。
メディアに合わせて、あなたの「伝えたい」を「カタチ」にいたします。

あ な た は 何 を 選 び ま す か？

CM003

QMS CERTIFIED FIRM

ISO 9001 審査登録
（株）松井ピ・テ・オ・印刷

本社／平出工場
JCQA-1327

EC00J0240 051
CM021

ファクティスは環境マネジメントシステム
ISO14001の認証取得工場です

合歓の花が咲かない !
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新入会員の紹介

新賛助会員の紹介

㈱鹿島技研　関東支店
関川　豊彦総括部長

住所　〒289-1204 千葉県山武市戸田227番地1
ＴＥＬ　0475-80-8221　 ＦＡＸ　0475-80-8222
H  P　http://kajima-g.ecgo.jp
E-mail　kajima_k@star.ocn.ne.jp

営業品目・取扱商品名
●ISベース（アイエスベース）
　露出型弾性固定柱脚工法

営業地域　関東地区全域

グラフィソフトジャパン㈱
コバーチ・ベンツェ代表取締役

住所　〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル4F
ＴＥＬ　03-5545-3800　 ＦＡＸ　03-5545-3804
H  P　http://graphisoft.co.jp
E-mail　hisano@guraphisoft.co.jp

営業品目・取扱商品名
●建築専用BIMソフト
　ArchiCAD,  ArchiCAD solo,  
　Solibri Model checker

営業地域　日本全国

氏 名 

事 務 所 名

T E L / F A X

管 理 建 築 士 事務所登録

氏 名 

事 務 所 名

T E L / F A X

管 理 建 築 士 事務所登録

紺野　貴則  （こんの　たかのり)

設計事務所+You 〒324-0403 大田原市湯津上2074
TEL.0287－98－3818 FAX.0287－98－3830
２級第7278号　紺野貴則　　  　　　　　　　　B 第4586号

小板橋博幸  （こいたばし　ひろゆき)

DＩ一級建築士事務所 〒329-2751 那須塩原市東三島2-83-1
TEL.0287－36－3328 FAX.0287－36－4712
1級第249802号　森下　勇　　  Aイ 第3179号

広  告  掲  載  の  お  願  い
協会では会報に掲載する広告を募集しています。

掲載料は下記のとおりです。

会報広告
掲載料

　1P（178×239）＝ 50,000円
1/2P（178×116）＝ 30,000円
1/4P（178× 57）＝ 20,000円

Ａ4版

賛 助 会 の 皆 様 へ

新入会員・新賛助会員の紹介
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 8月
  4・とちぎ住宅フェア2015実行委員会	 とちぎ福祉プラザで開催	 （佐々木宏幸会長出席）
  7・広報・渉外委員会開催	 協会会議室で開催
     ・総務委員会開催	 協会会議室で開催
19・企画・業務運営委員会合同開催	 協会会議室で開催
20・支部長会議開催	 協会会議室で開催
     ・定例常任理事会開催	 協会会議室で開催
21・経営委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
25・耐震事前審査会開催　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
27・震災建築物応急危険度判定連絡訓練　　　　　　　　	 県内各地で実施
     ・基本問題検討特別委員会　　　　　　　　	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長出席）
     ・次世代公共建築研究会　　　　　　　　　	 マツダホールで開催	 （佐々木宏幸会長出席）
28・五会多様な発注方式研究会	 日本建築学会で開催	 （佐々木宏幸会長出席）
     ・日事連第1回建築士事務所の執務環境整備ＷＧ	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長・田村哲男常務理事出席）

 9月
  1・耐震判定会開催	 協会会議室で開催
  2・平成27年度官公需確保対策地方推進協議会	 県庁本館6階大会議室で開催	 （柴田隆子出席）
     ・定例常任理事会開催	 協会会議室で開催
  3・日事連常任理事会	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長出席）
  9・会員交流委員会開催	 協会会議室で開催
     ・栃木県住宅耐震推進協議会運営委員会	 協会会議室で開催
10・国土交通省コスト整理会議　　　　　	 国土交通省会議室で開催	 （佐々木宏幸会長出席）
14・日事連関東甲信越ブロック協議会	 日事連会議室で開催
	 　　　　　　　（佐々木宏幸会長・夏目公彦副会長・渡邉有規常務理事出席）
16・日事連通常理事会	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長出席）
     ・業務運営委員会開催	 協会会議室で開催
17・総務委員会開催	 協会会議室で開催
18・平成27年度第二期「建築士定期講習会」開催	 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催	 （参加者17名）
     ・支部長会議開催　	 協会会議室で開催
     ・定例常任理事会 （14：00 ～）･ 定例理事会（15：00 ～）開催	 協会会議室で開催
29・五会多様な発注方式研究会　　　　　　　 	 日本建築学会で開催	 （佐々木宏幸会長出席）

 10月
  1・第2回新商品・新技術研修会　　　　　　　　	 とちぎ福祉プラザで開催	 （参加者37名）
  2・群馬県建築士事務所協会60周年記念式典・祝賀会	 ホテルメトロポリタン高崎で開催
	 　　　　　　　　　　（佐々木宏幸会長、田村哲男・山崎良知常務理事出席）
3 ～ 4・とちぎ住宅フェア　　　　　　　　　　	 マロニエプラザで開催	 （参加者延8,000名）
     ・県央支部会議開催	 協会会議室で開催
     ・定例常任理事会開催　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
     ・とちぎ建築プロジェクト2015委員会開催　　　　　　	 協会会議室で開催
  9・日事連第2回建築士事務所の執務環境整備ＷＧ	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長・田村哲男常務理事出席）
14・会員交流委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
15・建産連正副会長・団体長会議　　　　　　	 建設産業会館で開催	 （佐々木宏幸会長出席）
16 ～ 17・日事連全国大会（茨城大会）　　　　	 茨城県立県民文化センターで開催	 （佐々木宏幸会長以下32名で参加）
21・耐震事前審査会開催　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
22・経営委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
26・日事連景観まちづくり特別委員会　　　　　	 日事連会議室で開催	 （中村清隆理事出席）
27・耐震判定会開催　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
29・定例常任理事会（13:00 ～）定例理事会（14:00 ～）開催	 協会会議室で開催
     ・新規登録建築士事務所『建築士事務所実務講習会』開催	 栃木県職員会館ニューみくらで開催	 （参加者29名）

協 会 日 誌

協会日誌
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 11月
  5・関東・東北豪雨義援金寄附	 鈴木誠一栃木県副知事に届ける
	 （佐々木宏幸会長、三柴富男・佐治則昭・夏目公彦副会長、藤田公行事務局長）
     ・とちぎ建築プロジェクト2015委員会開催	 協会会議室で開催
10・日事連総務・財務委員会	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長出席）
11・マロニエ建築賞表彰式　　　　　　　	 栃木県庁東館講堂で開催　　	 （佐治則昭副会長出席）
     ・会員交流委員会・技術研修委員会合同開催	 協会会議室で開催
13・県央支部正副支部長会議開催　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
     ・業務運営委員会・次世代創造委員会合同開催	 協会会議室で開催
18・60周年記念式典準備委員会開催　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
19・日赤有功章伝達式	 県公館で開催　　	 （佐々木宏幸会長出席）
     ・日事連常任理事会　　　　　　　　　　	 日事連会議室で開催　　	 （佐々木宏幸会長出席）
     ・企画委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
     ・経営委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
20・とちぎ建築プロジェクト2015委員会開催　　　　　　	 協会会議室で開催
     ・広報・渉外委員会開催　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
26・定例常任理事会（14:00 ～）定例理事会（15:00 ～）開催	 協会会議室で開催
     ・サポートセンター対応特別委員会開催　　　　　　　	 協会会議室で開催
27・日事連基本問題検討特別委員会　　　　	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長出席）
     ・日事連通常理事会　　　　　　　　　　	 日事連会議室で開催　　	 （佐々木宏幸会長出席）
     ・宇都宮電設会忘年会　　　	 宇都宮東武ホテルグランデで開催	 （夏目公彦副会長出席）
29・とちぎ建築プロジェクト2015開催　　	 ホテルニューイタヤで開催　　　	 （参加者203名）
30・日事連第3回建築士事務所の執務環境整備ＷＧ　　　	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長・田村哲男常務理事出席）

 12月
  1・「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書」ＤＶＤ講習会開催	 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催　	 （参加者44名）
     ・県央支部発会式開催　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
  2・平成27年度第二期「建築士定期講習会」開催	 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催　　　	 （参加者39名）
     ・政策懇談会　　　　	 栃木県職員会館ニューみくらで開催	（佐々木宏幸会長・佐治則昭副会長出席）
     ・栃木県設備業協会との意見交換会　　　	 宇都宮東武ホテルグランデで開催
	 （佐々木宏幸会長・三柴富男・佐治則昭・夏目公彦副会長・安藤寛樹専務理事・
	   田村哲男・渡邉有規・山崎良知常務理事・藤田公行事務局長出席）
  3・日事連全国会長会議　　　　	 銀座東武ホテルで開催	 （佐々木宏幸会長・藤田公行事務局長出席）
  8・栃木県鋼構造建築技術協議会総会　　	 宇都宮東武ホテルグランデで開催
　　　　　　　　　　	 （佐々木宏幸会長・佐治則昭副会長・夏目公彦副会長・藤田公行事務局長出席）
  9・日事連第4回建築士事務所の執務環境整備ＷＧ　　　	 日事連会議室で開催	 （佐々木宏幸会長・田村哲男常務理事出席）
     ・耐震診断事前審査会開催　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
     ・会員交流委員会開催　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
10・60周年記念式典準備委員会企画部会開催　　　　　　	 協会会議室で開催
     ・定例理事会開催　　　　　　　　　　　　　　　	 ホテル東日本宇都宮で開催
14・耐震判定会開催　　　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
     ・日事連関東甲信越ブロック協議会　　　	 日事連会議室で開催
	 （佐々木宏幸会長・三柴富男副会長・安藤寛樹専務理事・田村哲男常務理事
	   藤田公行事務局長出席）
16・県南支部発会式開催　　　　　　	 小山グランドホテルで開催
17・県北支部理事会開催　　　　　　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
22・60周年記念式典準備委員会開催　　　　　　　　　　	 協会会議室で開催
24・栃木県建築物耐震改修促進懇談会　　　　　	 県庁昭和館会議室で開催	 （佐々木宏幸会長出席）

協会日誌
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協 会 活 動 通 信

平成27年度
第二期 「一級/二級/木造建築士定期講習」
日　　時：平成27年9月18日（金）

会　　場：パルティとちぎ男女共同参画センター

受講者数：17名

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成27年度
第２回新商品・新技術研修会
日　　時：平成27年10月1日（木）

会　　場：パルティとちぎ男女共同参画センター

参加者数：37名

１．栃木県瓦工事業組合連合会

耐震・耐風に優れた「瓦屋根標準設計・施工ガイドラ

イン」

２．積水樹脂株式会社　北関東営業所

防音めかくし塀、設備回り侵入防止フェンス、ソーラー

発電シェルター、ソーラー LED証明灯などの紹介

３．ナブコシステム株式会社　宇都宮支店

スタッキングドア、インテリジェントECOドアシステ

ム自動ドア装置、インターロック自動ドア装置などの

紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住宅フェア
セミナー「建築士事務所の仕事」
日　時：平成27年10月3日（土）

会　場：マロニエプラザ

講　師：君島広之（協会理事）

第39回 建築士事務所全国大会（茨城）
日　　時：平成27年10月16日（金）〜 17日（土）

会　　場：茨城県立県民文化センター（茨城県水戸市千波町）

参加者数：32名

表彰受賞者

○平成27年度 日事連建築賞 奨励賞受賞者

　　有限会社 アトリエ慶野正司一級建築士事務所

      「すみれチャイルド]

○平成27年度 年次功労者表彰受賞者

　　君島広之

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新規登録建築士事務所

「建築士事務所実務講習会」
日　時：平成27年10月29日（木）

会　場：栃木県職員会館 ニューみくら

内　容：１．栃木県の建築行政について

　　　　２．これからの建築士事務所について

建築士事務所の義務、管理と経営、設計・

工事管理の業務、業務紛争とその事例

　　　　　　　協会の活動について

参加者数：29名

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「2015年版　建築物の構造関係技術基準解
説書」DVD講習会
日　　時：平成27年12月1日（火）

会　　場：パルティとちぎ男女共同参画センター

参加者数：44名

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成27年度
第三期 「一級/二級/木造建築士定期講習」
日　　時：平成27年12月2日（水）

会　　場：パルティとちぎ男女共同参画センター

受講者数：39名

協会活動通信
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お知らせ

豪雨被災者を支援 
　平成27年11月５日（水）佐々木宏幸会長、三柴富男、佐治則昭、夏目公彦
副会長、藤田公行事務局長の５名で、栃木県庁に鈴木誠一副知事を訪ね、関東・
東北豪雨災害の被災者支援として義援金50万円の目録を贈呈した。
　鈴木副知事は、「被災者のための復興に役立てる」と感謝の意を表明した。
　義援金の中には、兵庫県建築士事務所協会からの20万円が含まれている。
兵庫会には、阪神淡路大震災時に義援金を贈った経緯があり、今回は兵庫会の
分と合わせたものを贈呈させていただいた。

平成27年度　第３回新商品・新技術研修会
日時：平成28年２月３日（水）　午後１時30分〜
会場：パルティとちぎ男女共同参画センター
内容：１. 提供会社　株式会社シンマテリアルワン　　　　遮断熱・機能性塗料 キルコートについて
　　　２. 提供会社　サンポット株式会社首都圏営業所　　地中熱ヒートポンプについて
　　　３. 提供会社　住友ベークライト株式会社　　　　　建装材関連製品について

平成 27 年度　第四期「一級 / 二級 / 木造建築士定期講習」
日　　時：平成28年3月1日（火）　午前9時30分〜
会　　場：パルティとちぎ男女共同参画センター
受付期間：平成28年1月25日（月）〜 2月19日（金）
定　　員：50名
　平成20年11月28日に施行された建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、ニ級建築士又は木造建築士
は、3年ごとに国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士
定期講習（以下「建築士定期講習」 という）を受けることが義務付けられています。

問合せ先：一般社団法人 栃木県建築士事務所協会
　　　　    〒320−0032 宇都宮市昭和二丁目5番26号
　　　　　  TEL 028−621−3954　FAX 028−627−2364

一般社団法人 栃木県建築士事務所協会 創立60周年記念式典（予定）
日時：平成28年3月16日（水）
会場：宇都宮東武ホテルグランデ

所属建築士の届出について
　平成27年６月25日より改正建築士法が施行になり、建築士事務所の開設者は所属する建築士の氏名等を届け出ることが義
務付けられました。以下の表に該当する建築士事務所は、すみやかに届出てください。

建築士事務所 附則第３条届出
所属建築士の変更届

（３ヶ月以内）

平成 27 年６月 24 日までに登録している全て
の建築士事務所

提出
附則第３条届出の後で、所属建築士に変更があっ
た場合は変更届を提出すること。

平成 27 年６月 25 日～平成 28 年６月 24 日
の間に新規・更新登録をする建築士事務所

不要
新規・更新登録の後で、所属建築士に変更があっ
た場合は変更届を提出すること。

前 回 の 建 築 士 定 期 講 習 を 平 成24年4月~平 成25年
3月 に 受 講 さ れ た 方 は 平 成27年 度（H27.4.1 〜
H28.3.31） が受講期間となりますのでご注意下さい。
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編集後記

広報・渉外委員会：委員長  中村 清隆　　副委員長  新井 孝　　大武 功治　　栗原 弘　　委員  大髙 宣光　　酒井 誠　　菅沼 徹　　中原 淳一　　福田 二一

中村：今年も委員長としてがんばります。よろしくお願
いします。

大髙：「公共施設等総合管理計画」各市町村から出て来
る内容が楽しみです。

大武：建築士法改正、ご注意ください。

酒井：新国立競技場、あと味の悪い結果、どうなるのや
ら…

新井：ワイン講座のつづきが決まりました。お楽しみに。
栗原：今年はBIMを導入します。

一般社団法人栃木県建築士事務所協会 県央支部発会式及び懇親会
日　時：平成27年12月1日（火）
発会式：協会２F会議室　　　 29名参加
懇親会：東武ホテルグランデ　27名参加

一般社団法人栃木県建築士事務所協会 県南支部発会式及び懇親会
日　時：平成27年12月16日（水）
会　場：小山グランドホテル ３階  羽衣の間
参加者：発会式　28名　　懇親会　26名

一般社団法人栃木県建築士事務所協会 県北支部発会式（予定）
日　時：平成28年2月8日（月）午後4時〜
会　場：乃木温泉ホテル

附則第３条届出について
　提出対象建築士事務所は、以下のとおり届出てください。

提 出 期 限 平成 27 年６月 25 日～平成 28 年６月 24 日

提 出 物

附則第３条届出
※管理建築士を含め、所属する建築士全員の氏名や登録番号を記載してください。
※様式は栃木県建築士事務所協会ホームページからダウンロードが可能です。
http://www.tkjk.or.jp → 建築士事務所登録のお知らせに様式があります。

提 出 部 数
1 部
※副本返却希望の場合は２部
※郵送返却希望の場合は返信用封筒（切手貼付）も提出してください。

提 出 先 一般社団法人 栃木県建築士事務所協会
〒 320-0032 栃木県宇都宮市昭和 2 丁目 5 番 26 号　　℡ 028-621-3954

県央支部長：小林　　基（小林建築設計事務所）
　副支部長：酒井　　誠（㈱酒井建築設計事務所）
　　〃　　　岡田　　裕（㈱岡田建築設計事務所）
　　〃　　　中村　　滋（㈱近代綜合建築事務所）
　　〃　　　中村　清隆（㈲翔建築設計事務所）
　　〃　　　市田　　登（㈱アガ設計工業）

県南支部長：深津　喜一（㈱大森一級建築士事務所）
　副支部長：菅又　　守（㈱ドラフト）
　　〃　　　新井　　孝（㈲新井建築構造設計事務所）
　　〃　　　慶野　正司（㈲アトリエ慶野正司一級建築士事務所）

県北支部長：君島　広之（㈲君島榮七建築設計事務所）
　副支部長：和泉　卓哉（㈲和泉設計）
　　〃　　　大髙　宣光（㈱KENアソシエイト一級建築士事務所）
　　〃　　　佐藤　秀夫（佐藤建築設計監理事務所）
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